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     国交省・全タクと交渉 
 

 自交総連は３月７日、中央行動で提出した個人請願書の内容について国交省交渉

を行いました。また全タク連とも交渉を行いました。 

 

 

ライドシェア新法が必要とは考えていない 

【2024.３.７ 13:30～14:30 国土交通省交渉】 

国交省 自動車局旅客課武藤淳一 

タクシー事業活性化調整 

官他３人 

組合側 庭和田委員長、石垣副委

員長、德永副委員長、髙

城書記長他12人（埼玉、

東京６人、神奈川２、静

岡、福岡、本部） 

 

 

要 請 事 項 回 答 要 旨 

１．ライドシェア阻止、規制緩和問題 

(1) 自家用車をつかったライドシェアの

導入は認められないとの立場を今後

も堅持すること。 

 

 

 

 

(2) 道運法第78条を無限定に緩和しない

こと。 

 

 

(1) これまで大臣の国会答弁でも繰り返

してきているが、運行管理、車両整備

について責任を負う主体を置かず自家

用車のドライバーのみが責任を負う形

のライドシェアについては認められな

いという立場は、今後も変わらない。 

 

(2) ４月からの新たな輸送サービスにつ 

いては、タクシー会社が運行管理を行

い、責任を負う限定的なものとなる。 

３・７中央行動 

mailto:info@jikosoren.jp


24年第７号            自交労働者情報             2024.３.14 (2) 

 

 

 

――自家用車活用事業では、空白地域・ 

 時間帯をどのようにして把握するの 

か。悪天候等の一時的な需要など、ど 

こまで対応すればよいのか。 

 

 

 

 

――東京でいえば、適正実車率52％へは  

 到達もしておらず、43％程度となって 

いるが、タクシーの供給が不足してい

るととらえているのか。 

 

――行政が民間企業のアプリデータを活 

 用することで良いのか。また駅は配車 

除外となっていて、マッチング率に反 

映されないが、駅のタクシー乗り場の 

利用者はタクシーを利用できている。 

駅の乗り場や流しのタクシーを利用

できている場合も多いことから、アプ

リによるマッチング率のみの算定で

は、空白地域・時間とは言えないので

はないか。 

 

――データにもとづいた制度設計をする 

べきであるのに、実施ありきで進めて 

いるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家用有償旅客運送を拡大していくと 

いう話ではない。 

 

悪天候等による一時的な需要への対応 

をさせようと考えているわけではない。

タクシーの補完としてやるものなので、

不足している地域・時間を客観的なデー

タから判断する。配車アプリのマッチン

グ率から算定するのが最善だろうと分析

を進めている。 

  

 場所・時間帯でアプリのマッチング率 

が悪くなっているところがあることは認 

識している。（明確な回答を避けた） 

 

 

アプリのマッチング率だけで良いとは

思わないが、一方でデータが取れるの

は、アプリのマッチング率だけとなって

いる。他のデータが取れるのであれば適

切に活用していく必要はあると思ってい

る。利用者・自治体からのアンケートも

必要だと思うし、他のアプリでタクシー

利用した場合はマッチング率算定から排

除する方法を取るようにしている。  

 

 

議員の方々からライドシェアをやるべ 

きとの議論があるが、国交省としては抵

抗している。やりたいわけではなく、必

要最低限にする為に、不足しているとい

うエビデンス（根拠）を出して不足分を

充足させようとしている。 

定期的に点検して、見直しもできる。

当該地域でタクシーが充足されれば、自

家用車活用事業は入れない方向で考えて

いる。 
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――準特定地域に指定されているのは、 

 供給過剰ということ。タクシー不足と 

 の整合性はあるのか。 

 

 

 

 

 

 

(3) タクシーの規制緩和をしないこと。 

 

 

(4) タクシー事業者以外の者を参入可能 

とするライドシェア新法(仮称)策定 

には反対すること。 

 

 

 

――ライドシェア新法が出来た場合、国 

交省は所管官庁から外れるのか。 

 

(5) 安全の確保のためにも、雇用契約に 

よらない働き方を認めないこと。 

 

 

 

 

 

 

(6) 地域公共交通の維持のため、障がい 

者や高齢者など交通弱者の輸送にバ

ス・タクシーが貢献できるよう、補

助金を増額すること。 

毎年需給状況・適正車両数を公示して

いるが、タクシー特措法で準特定地域に

指定されるのは、需要に対する適正車両

数と保有車両数との関係で供給過剰とな

っている地域である。いま問題とされて

いるのは、車両はあるのに運転者の減少

により車両を動かせず、タクシーの供給

不足が発生していること。 

 

(3) 自家用車活用事業の運行にともなう 

新たな緩和はない。 

 

(4) ６月に結論を出していくことではな 

く、議論を進めていくこととなってい 

る。まず実証結果の検証が先である。 

 国交省は、ライドシェア新法が必要

とは思っていない 

 

国交省としては、我々が所管していく

べきだと考えている。 

 

(5) 自家用車活用事業では、車両の安

全、ドライバーの安全に加えて、労働

条件に関する課題を慎重に検討するこ

とが必要と考えている。 

交政審でも議論しているが、労働条

件の課題は働き方の根幹でもあり、慎

重な議論が必要と考えている。 

 

(6) 障がい者・高齢者・外国人観光客な

ど誰でも利用しやすいバリアフリー環

境整備は必要と考えており、地域公共

交通維持確保改善事業、訪日外国人受

け入れ環境整備緊急対策事業において

車両購入費の補助を実施している。令

和６年度予算においても必要な額を要

求している。 
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２．運賃改定、需給調整問題 

(1) 運賃改定時における運転者負担の解

消や労働条件改善の趣旨が確実に守

られているか実施状況を速やかに検

証し、趣旨を逸脱する事業者に対し

ては厳しく指導すること。 

 

 

 

 

 

(2) 準特定地域の解除にあたっては、影

響が大きいことから一過性の状況に

とらわれず判断すること。 

 

(1) 労働条件は労使間で決定するもので

あるが、運賃改定の効果が賃金などで

労働者へ適切に反映されていない事実

が判明された際は、当該事業者に対し

て適切に反映されるよう指導を行って

いく。各タクシー協会へは、実施６カ

月後に改善状況の公表を求めており、

タクシー運転者の処遇改善を促してい

く。 

 

(2) 指定基準の指標である日車営収、日

車実車キロ等の前年度実績を９月まで

に集計し、指定基準に照らし合わせて

判断していく。 

３．安全運行の確保、改定改善基準告示

問題 

  厚労省の自動車運転者の労働時間等 

の改定改善基準告示の施行について 

は、バス・タクシーの安全運行を確保 

する観点から、拘束時間の短縮、休息 

期間の11時間以上への延長が図られる 

よう適切な指導を行うこと。改定改善 

基準告示の施行に伴い、貸切バスの交 

替運転者配置基準を改正すること。 

  

 

過労防止の観点から重要だととらえて

いる。改正された基準が効果的、実効性

のあるものとなるように、厚労省と連携

し、改善内容について運送事業者へ周知

徹底を引き続き行っていく。 

 また監査の実施でとりくみ状況を把握

し、適切な指導を行うことで過労運転防

止、輸送の安全の確保を図っていく。 

推進派は、RSを業務委託でやらせたい 

【2024.３.７ 16:00～17:00 全タク連交渉】 

全タク連 武居利春副会長、神谷 

     俊広理事長他２名 

組 合 側 庭和田委員長、石垣副 

委員長、德永副委員長 

髙城書記長他３人（埼 

玉、東京、神奈川） 
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要 請 事 項 回 答 要 旨 

１．ライドシェア解禁、白タク合法化に

ついては反対の姿勢を堅持すること。 

 アメリカ式のライドシェアには絶対的 

に反対である。 

 ライドシェアでは福祉に対する輸送は 

できない。福祉団体からライドシェア反 

対の決議を出してもらっている。今後は 

消費者団体からも出してもらえる予定と 

なっており、主婦連合にもお願いしてい 

る。 

２．白タク合法化、ライドシェア解禁を

阻止するため、ひきつづき警戒心をも

って労使共同してとりくむこと。 

 

 

 

 

 

 

 ３月８日のハイタクフォーラムの集会

には坂本顧問と武居副会長が参加して、

解禁阻止の共同を訴えていく。 

地方から自民党をこれまでのように支

援できないと声も出ているが、維新の会

が伸張するのではとの不安もあり、まと

まっていない。 

組合には、個人情報漏洩で総務省から

行政指導を受けたLINEヤフーの会長が規

制改革推進会議の委員にいることの是非

を問いてもらいたい。 

３．日本型ライドシェアの導入を進めな

いこと。また導入を決定したところは

見直しするよう指導すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――業界としてタクシー不足は発生して 

いる状況はないと発信できないのか。 

 国交省が指定した地域と時間を受け、

事業者と雇用関係を締結した一種免許ド

ライバーを活用した運送事業をやること

になっており準備を進めている。いまさ

ら方針を変更することはできない。ライ

ドシェア新法を作らせないためにも理解

いただきたい。 

 推進派は雇用ではなく業務委託でやら

せたい、時間制限を外したいと思ってい

る。我々は雇用関係があってこそ安心・

安全が確保できると主張しているが、事

故等が起きれば、雇用関係でも安全は確

保されず、必要ないと反論される。日本

交通は、一種免許ドライバーの採用のレ

ベルを上げており、9000人の応募で採用

者は５人となっている。 

 

需給調整が取れているのならば、準特

定地域を解除させようと規制改革推進会
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議は狙っているので慎重な対応が必要と

している。とくに地方では、指定が解除

され新免事業者の流入を警戒している。 

４．施行される改定改善基準告示につい

て、労働時間短縮の趣旨を理解して、

とくに日勤の休息期間は11時間を基本

とするなどの内容を全事業者が遵守す

るよう周知徹底をすること。また、さ

らなる労働環境の改善に向けて早期に

見直し・再改正がされるよう国に求め

ること。 

960時間から720時間への短縮、実施が

３年後に向けて検討されてくると考えて

いる。将来的に1.5倍くらいの運転者が

いないと今の稼働率が確保できない。 

バスは利用者目線の低額運賃を続け、

労働者のことを考えて来なかったから、

労働者が減少し減便につながった。一般

産業との賃金格差を運賃査定に盛り込む

こととなった。タクシーも他産業との賃

金格差、物価等を原価に入れ査定される

よう国交省と勉強会を始めた。原資がな

いと労働時間短縮は難しい。 

５．運賃改定が実施された地域において

は、運賃改定時のノースライド（賃率

の引き下げをしない）に加え運転者負

担の解消など、確実に運転者の労働条

件改善が行われるよう指導すること。 

 

 東京の運賃改定を例に出せば、東タク

協としては、会員事業者の改善状況のま

とめが終わった段階であり、運輸局に提

出していくところ。 

 今後の運賃改定の３年ローテーション

化（３年ごとの改定実施）を国交省に要

請している。実現するにはノースライド

が前提となるだろうが、個別労使のこと

には踏み込めない。 

６．最低賃金法違反を根絶し、すべての

事業者が確実に最低賃金を支払うよう

指示すること。また、今後の違反を予

防する観点から、最低賃金相当額以上

を固定的給与にするなど、違反が恒常

的に発生しない賃金体系の構築をめざ

すこと。 

 

 岸田首相が最低賃金1500円を打ち出し

たが、毎年50円上がっていく計算になる

ので、地方はやっていけなくなるだろ

う。運賃改定後、運収が上がらない地方

もあるので厳しい状況だ。 

 地方はオール歩合制賃金を採用すると

ころも多く、足切り以下は「最低賃金×

所定労働時間」となっている。固定給は

残業・深夜手当を除いたものとしなけれ

ばならず、ハローワークの求人情報に固

定給を明示できない事業者が多い。求職

者は固定給から見ていくので、理解され

ず敬遠される。全タク連としては、是正

に向けて運送収入の増加と賃金改定も含

めた問題だと考えている。 
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